
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

日にち イベント 場所 概要 

10月上旬   プレス等へ制度創設のＰＲ開始。 

11月 14日 

11月 15日 

第 13 回 共に生

きる障がい者展 

ビッグ・アイ 

（泉が丘） 

サポーター登録制度開始。 

会場入口において、登録場所を設置。 

12月 3日 

～ 

12月 9日 

府庁マルシェ 
大阪府公館 

（大手前） 

障がい者週間に合わせ開催する、府庁

マルシェ（複数の事業所がお昼時にお

弁当やパン等を販売）において、登録

場所を設置。 

上記以降については、イベント開催時等に随時登録場所を設置し、制度のＰＲに努める。 

こさえたんサポーター登録制度の創設について【案】 

１．目 的 

府内の福祉事業所で生産された製品（以下、「こさえたん製品と呼ぶ」）を繰り返し購入し、利用する人「サポーター」の増加を目指して、「こさえたん 

サポーター登録制度」を創設し、登録者の輪を広げることにより、以下の目的を果たす。 

・こさえたん製品の認知度の向上 

・障がい福祉事業所で働く障がい者の工賃水準の向上 

・工賃向上を支援する基盤の強化 

２．登録制度概要 

①制度期間及び登録目標 

 ・期間 平成 27年 11月 14日～平成 30年 3月 31日  ・登録目標数 １０，０００人 

②登録できる人 

 ・大阪府民に限らず誰でも登録できる。 

③サポーターの登録 

 ・登録希望者は、販売会やイベント等において、登録申込書に「氏名」「メールアドレス」「応援メッセージ」を記入する。 

  なお、登録場所は、自立支援課及び一般社団法人エル・チャレンジ福祉事業振興機構に設置するほか、販売会等において随時登録場所を設置する。 

 ・サポーターには、登録の証として記念品を配布する。 

④大阪府の役割【事務局については、工賃向上計画支援事業の受託者（一般社団法人エル・チャレンジ福祉事業振興機構）が担う。】 

 ・サポーターの Facebookを開設し、販売会や良品等の情報を発信するほか、商品等に対するサポーターのニーズ把握にも努める。 

・登録者に対し、メールマガジンにおいても Facebookと同様の情報を発信する。           ※ キーホルダーに「こさえたんロゴマーク」を入れる。

⑤サポーターの役割                                               （表：第１ロゴ、裏：第２ロゴ） 

 ・こさえたん製品の購入に努める。  ・こさえたん製品を家族や友人に紹介する。 

・Facebookを通じ、こさえたん製品の応援や、お気に入りの製品情報等のＰＲに努める。 

⑥障がい福祉サービス事業所の役割 

 ・工賃向上に努める。  ・クチコミで紹介されるような良い商品の開発に努める。  ・販路拡大等を通じ製品のＰＲに努める。 

４．スケジュール ３．イメージ 
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こ さ え た ん サ ポ  ー タ ー

募 集 中　 ! !

こ さ え た ん サ ポ  ー タ ー

募 集 中　 ! !

知ってほしい

伝えてほしい

2015 年 11 月
こさえたんサポーター登録制度

はじまりました

こさえたんサポーターは、福祉施設の製品の購入、販売活動の

PR などを積極的に行い、障がい者が働くことを応援する人のこ

とです。あなたもこさえたんサポーターになりませんか。

　　　　　　　＊詳しくは裏面をご覧ください。　

http://www.facebook.com/cosaetan

こさえたんサポーター情報発信中！こさえたんサポーター情報発信中！

大阪府広報担当副知事　もずやん



あなたも“こさえたんサポーター”にご登録ください

 お問い合わせ先

  大阪府 福祉部 障がい福祉室 自立支援課 就労・ＩＴ支援グループ

  TEL 06-6944-9177 / FAX 06-6942-7215　URL http://www.pref.osaka.lg.jp/jiritsushien/

　（事務局）  一般社団法人エル・チャレンジ福祉事業振興機構

　TEL 06-6949-3551 / FAX 06-6920-3522　URL http://l-challe.com/kouchin/

“こさえたん”ってなあに？

大阪府内の障がい福祉施設の製品の「愛称」です。大阪弁で作るを
表わす「こさえる」を親しみをこめて呼べるようもじったものです。

“こさえたん”を通して伝えたいこと

一般企業で働くことが困難な障がい者の方などが、障がい福祉施設で働くこ

とで支払われる賃金のことを「工賃」と言います。大阪府内の工賃（賃金）

は全国で最も低く 1ヶ月で平均 10,000 円。工賃を向上させるため“こさえ

たん”を通して皆様に製品の良さをもっと知っていただき、購入していただ

けることを願っております。

“こさえたんサポーター”って何をするの？

“こさえたんサポーター”は、福祉施設の製品の購入や販売活
動の PR などを積極的に行うことで、障がい者が“働く”こと
を応援します。

   どうしたら“こさえたんサポーター”になれるの？

   “ こさえたんサポーター申し込み用紙 ”にお名前とメールアドレス、応援

　 メッセージを記入していただくだけでなれます。

   お申し込みは、大阪府内で行われる障がい者が作った製品の販売会やイベン

　 ト会場などで申し込みできるほか、以下の問い合わせ先でも登録が可能です。

   また、大阪府のホームページからインターネット申し込みも可能です。

    ＊大阪府ホームページ

　　  http://www.pref.osaka.lg.jp
/keikakusuishin/jyusan/cosaet

ansapo.html

    ＊販売会やイベント会場で申し込みを行っていただいた方には粗品を

      プレゼントいたします。

“こさえたんサポーター”の活動をもっと知りたいのだけど？
こさえたんサポーターの活動状況などは、専用の Facebook から情
報発信しています。また、サポーターに登録された方にはメールマ
ガジンも配信しています。

障がい者が作った製品ってどんなものがあるの？

おおさか障がい者就労施設ガイドで紹介させていただいています。

http://kyodoweb.sakura.ne.jp/


